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近世土地移動の時代的性格

丹　羽 弘

は　し　が　き

　地｝：制ないL呉業構造に関する従来の研究にみられた欠陥の一つは，地1：の

ig：的な土地集積度や小作地率を，そのまま地1：的土地所kの成熟・展開度に直

結させる傾向がみられたことである。そのことは，幕末維新期，各地て多様に

展開している地1ひ小f乍関係の異質性を無視し，…般化するおそれがあると思

われる。

　すでに丹羽邦男氏はこの点に着目し，　「領・li権の弱化という事実から，幕

末農民経済の発展，地1三制展開を，領1波配関係を捨象して一…というよりば

無視して追求していく傾向，あるいは幕府直轄領下で得た君蔓民商品生産，地じ

的土地所有についての認識をそのままの形で全国に一般化しようとする傾向」

を批判して，「維新期における地1㌍小作関係の性‡各」を旧藩領域・幕府直轄

　　　　　　　　　　　　　ロラ
領域別に分析を試友られている。

　本稿においても，以上の問題意識にたe），近［Hr幕藩体制一ド，とくにその解体

期における農村構造の変質過程を分析する一環として，幕藩領主の諸政策と関

連させながら，美濃縞地帯をκf象に，この時期土地移動＝金融の形態とその時

代的性格を明らかにしようとする1、のである。

　この地帯については，旧稿において，綿業を1法する「商品生産の展開と巴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
民階層分化の概観」・「幕末維新期における農民諸階層の存在形態」についてk

てきたので，それらと関連して，加納藩に属する下佐波村・日置江村を1三とし

てとりあげることとしたい。紙面の制約もあり，この時期の具体的な「地Eの
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土地集積と地主小作関係」については続稿に譲ることとしたい。

注　〔D　丹羽邦男『形成期の明治地主制』，なお明治前期の土地移動の性格を全国的規模

　　で分析きれたもの；二「明治十年代における土地取引の地域的性格’（堀江英一・遠

　　川茂樹編『自由民権期の研究』第四巻）がある．

　　！2）　『岐阜経済大学論集』V－1・3

1　幕藩領主の土地移動一金融対策

　本稿に必要な限り，幕府SSよご美濃諸藩のヒ地移動＝金融にたい十る政策に

　　　　　　　　　くい
ついてCておきたい，

　幕藩休制二農民からの貢租を経済的基盤としていた。したがって近世初1VJ，

幕藩領1：は全剰余労働搾取原則にたち，農民の土地緊縛，小農自∪・維持政策

を農民芝配の基調とし，いわゆる封建的経済外強制をもって種々の統制を実施

した。寛・1こ20（1643）年の田畑永代売買禁ll冷，寛文13（1673）年の分地1“1」限

令，寛永19（1642）年以来1芝々出された土地利川制限令をはじめ，転職・移動

の禁制，その他衣食住にわたる広汎な］二渉政ηミがすなわちこれである。

　こうした諸制限のうち，ここでは土地移動に関する最もln要な田畑ノ｝く代売買

禁Ili令についてみておこう。近世初期幕藩領ヒの上j也政策は，年貢の確保をは

かるため，検地における検地帳に登録された名請人を年貢負担者とLて土地に

緊縛するとともに，土地自体の移動を禁ずることとなった。

　寛亦く20ル3月，幕府は「田畑永代売1t禁【L令」を川している。これは，

　　　　　　　　　　　　　　　ロエ
　…，田畑∂こ代之売買日：ましきF｝享，

　一，身一ヒ能百姓ぱ田地を買取，弥宜成，身体不成者は田畑令沽却，猶々身一ヒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨラ
　　不｝1∫成之問，向後田畑売買可為停止寸i：，

　という禁令にもとつくものであり，違反者への罰則をつぎのように規定して

いる。

　　　　田畑永代売御仕置
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　一，売1：牢舎之上追放，本人死候時ハj㌘同罪，

　一，買1三過怠牢，本人死候時ハ子同罪，

　　但，買候田畑ハ売主御代官，）くハ地頭江取上之，

　一，証人過怠牢，本人死候時ハ」－tに構なし，

　一，質二取候者，作り取りにして，質二置候ものより年貢相勤候得ハ，永代

　　売同前之御仕置，但，頼納質といふ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり　　右之通，田畑永代売買停止之旨，被仰出候，

　この禁令は，土地売買により，貧農が一層没落して「身上能百姓」に土地が

集中きれるのを防こうとしたものてあり，小農経営を維持して年貢取納の確保

を意図したことは明らかである。

　ところで，この’」・農維持策としての禁令は，封建地代＝年貢納フ、と関連きせ

てkるとき，現実にそぐわない矛盾につきあたる．すなわち農民相互の土地売

買＝移動の最大の理由は，領1三によって強制される年貢完糸1｝］義務にある。領じ

が年貢収奪を第一一ysとする限り，困窮し年貢納入に芝［・；iを来Lた農民は，売買

が禁止されているとき，自己の所持地を質フ、せざるを得ない。幕府の田畑永代

売買禁止令も，質人主が年貢諸役を負担し，質取主が作り取りをなす「頼納
　こめ
質」を禁止しているのであって，一定期間を限って土地の請返を契約する質ノ、

や年季売＝本物返は認めているわけである。

　土地移動に質地関係が展開し，質入・質耳O湘互間の紡争力こ生ずるようにな

ると，当然質流を認めるようにとの要求が強くなる。元禄8（1695）年幕府は，

関東郡代伊奈’川±郎の伺にたいし，勘定奉行の「御付紙」の形で，「質地取扱
　　　　　　　　　　くぶ
に関する1’二ヵ条の覚」を出している。ここ1：i±最初の1ヵ条のみをあげてお

こう。

　一，田畑・屋敷質物に入，年季を限り，年季明請返候筈に相定，不請返候は

　　S’先にて手作致候共，又はタトへ質に入候共構無之証文，t卸付紙，

　　此田畑・屋敷年季質物に入置，年季明候節不請返候者，先にて手作致候

　　共，スは他へ質物に入候共構無之旨占載手形之事，質地流候証文障り無
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　　之、年手明不請返候はば無構，双万相対を以相上置化1・ヒは．只今に至り吋

　　請返旨申段歎立候条，手形ふ；’之通り質に取候者之次第に，11’申付事，

　この「覚」は初めて質流を認めたものであり，全体として質取仁側；二百利な

形をとっている。こうして田畑IJく代売買禁d二令は実質的にくずれていくことと

なるc

　質地閃係の展開にたいL，幕府は質人の形態とイ1三季の両面から統制を加えて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くりいくが，‘｝：保6（1721）｛1：12月，いわゆる「流地禁止令」を公布Lている。こ

の禁令の質地の取扱に関する部分のZへを摘記すれば以ドの如くである。

　（1）　只ノ♪迄質人二致置候分，．〈は当然訴出候てlllノ、　＝成候分ともに，買年季

　明候ぷ，千形fl：直させ，小作年貞二ても前方極置候分ハ，萱割！f：．L［利積之クト

　は金」可員失二いたL，只今迄質地之小作年貢lili；：り有之ぱ，堂割半之利金積を

　以元危と内え加入，典後ハ無利之済崩之債り，金高壼割半宛年㌘返詐之定二

　手形申付，元金切次；lft’，幾年過候ても地1：え相」巳シ候様二II∫致候，

　（2）　・いまた1ト季懸ILと分共に訴｝｝喉は，是ノ（向後右之通利分萱割’卜之札1り二

　改之，r：形仕直させ日∫申候，

（3）五ケ‘ドL揃酉fl・（？：保2年）L煉限．Z訴出候分は，只今迄栽許を以流」也

　二成来候分二ても，’【］然元金不残弟出シ，川地請戻シ度と願出候もの二は請

　戻させ可中侯，但流地持候者、と万二て，田地配分いたし置，又：よ年季売質地

　等二も致置候分は，1〔儘こいたL　，iE一戻させ申間敷候，流地取候ものX手前に

　田地1∫之分計，右之通請戻させ候t莱二n］’申付候t｝1：，

　（4）　自／六よ質田地を以金r借り候事，其所之旧地直段二戴割之hllを以，　r一形

　二名｝1・工屋・組頭等加判可fl：候，質地地｝：二直二小作いたさせ候といふと

　も，向後ハ’1・作之年貢壼割⊃卜之利積を以，小作人上ヶ可相極候，是より高利

　二不可致候，壼割’rより利安二借シf昌：り致候儀ハ相対次第たるへき事，

　この禁令は，質人年季明け後，小作関係に仕直させるか或いは質地を請戻さ

せるかによって，　「自ノ戸・質田地一・切流地二不成候様」規定したものであり，
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幕府が耕作者畏民fIi］にたって，小控経営の維持を意図したものであるとみなさ

れる。周知ノ）如く，この法令を契機として，本百姓の質地奪還運動である質地

騒動（iH羽国村山郡長耐越後国頸城地方）がおこり，享保8年8月，流地禁止令

　　　　　　　くヨラ
は撤回されている。以後幕府の質地対策は，質地出入に関連して，質地証文の

形式や年季明：十後の処置等々の諸規定を公布しており，幕府以来の小農自立・

維持政策は一貫して人られるとLても，権力側の政策は，地二主擁護に大きく傾

斜していったものと人なされる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽユ　旧畑永代売買禁止令の罰H［1規定も次第に緩和（元文3年・寛fl喪2年）され，延

享元（1744）年6月，、｛平定所諸奉行（大岡越前守・島長門’、］：・水野対馬守）は，　こ

の禁令と罰則規定とを撤回してはどうかと，つぎの如く幕府へ伺をたてるに至

っている。

　　田畑永代売之儀ハ，寛永二卜未年被仰出候二f・」’，只今迄右之通御f｛：置候得

　共，御下知之通田畑二14似し申度ものハ無之，無拠売買をも仕来候儀と奉rf：候，

　其上質地＝ノ、候程之ものハ請戻候手当も無之，流地二罷成候類数多有之候得

　共・名目借候迄二而艮lj永代売二相成候間，次度右御仕置ハ相止候而も可然哉二

　奉仔候f・」’奉伺lbミ

　これにたいして幕府は，

　　此儀ハ売買御免二成候加一，不身上之百姓当分循様二目を付狼二出畑売放

　候様可相成哉，其上此度之御定二成候P手ハ売E沓メも軽ク，且又是悲差詰り候

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱロラ　得・今迄之通質地二差入候得ハ差支も無之候間，先今迄之通二可差置事

　として，一一応この伺を却下し，この禁令を存続させているが，罰則をつぎの

如く大幅に緩和している。

　一，田畑永代売いたし候もの過料，加判名主役儀取一h，証人叱り，

　一，同買取候もの，永代売之田畑取上叱り，

　一，高請無之開発新田畑等，其外浪人侍等所持之田畑；1（代売無構，

　一，質二取候もの1乍取にLて質置主年貢諸役勤候分，

　　質置主過料，質取候者地面取上過料加判名主役儀取上証人叱り，
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　　　　　　　　　　　　　いパ
　ー・，隠地いたし候もの，中追放，

　ここにおいて幕府の田畑永代売買禁止令は，形式L罰則が残さ．t’Lたが，実質

的にはほとんど効果を失い，質流を通じての土地集積が体制的に公認されるこ

ととなった。土地移動は質フ、形式をとることが要求されたが，この場合でも，

質人年季を10ヵ年とし，それ以一ヒは質流とし，質ノ、証文に年季を限定せず，ま

たは請戻の文言なきものなどは永代売とみなLて禁止した。質地にたいする年

貢は質取｝：が負担するのを原則とし，頼納・’仲頁納・残地・切畝歩などの方法

　　　　　　　　　　　ロパ
による契約も禁制とされた。

　以上にみてきた幕府の旧畑永代売買禁IL令および質地政策1こたいする話藩の

対応は多様であった。ここでは美濃地方に阻って簡単にみておくこととした

い。

　尾張藩では，従来のfl：置の再確認として出された承応2（1653）フ1三の「法膓

条目」によれば，　「売買禁令の違反は売1三〇日の篭否，買主二⊃日の篭舎と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　パヨラ
し，その田畑は没収すると規定している」。しかしIE保4（1647）年の頃，美濃

に属する尾張藩領で，他領への売田が川題となったとき，「御領分へうり候ヘ

ハ御仕置も可罷成候へ共，他領へうり候儀あなたに同心無之候ヘハ悪候間，共
　　　　　けの
まま置候へと」，他領との問題では，この禁令を適用Lていない。

　部ヒ藩については，　ttil山氏時代に庶民珂又締りの法令として，文1ヒ7（1810）

　　　　　　　　　　　　　　　パらラ
年12月に公布した「在て法令之条目」によってみておこう。

　一・，田畑永代売買は公儀御制禁之‘i喉間煽堅可相’is：候，田畑質地に入候節地

　　1：ノ3より年貢を納候約諾仕，又ぱ地1：方に高を残質地に入候堅停1ヒ之事

　田畑永代売買は公儀御｛｝；11禁，頼納質や地E方に高を残して質入することも禁

じている。ところが，つぎの史料にZ，．る如く，「要用之了細」あるときは，田

畑家屋敷の売買と「旧畑本物返し」を付役人の加判を通じて認めている。

　一’，依有要用之丁細，百姓家屋敷令沽」］1は，其村々庄屋組頭え相談之上究

　　之，田畑本物返し証文・くは家屋敷等沽券之証文に，売主之一・類並に庄屋組

　　頭令加判，証文い∫取枠事：
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　　　附，此以後之田畑本物返家屋敷沽券等に，其所）7：　1［1三屋組頭加判無之証文

　　　を以て，向後及違論訴え出といふとも，許容有ましき事

　ただしこの場合も，二重の本物返や売渡は禁止している。

　一，一所之田畑家屋敷若両方へ致証文，本物に入又は売渡事あらぽ不届至極

　　たる之間，当人は不及申加判之輩まで急度可処罪科事

　質入した田畑家屋敷の請返については，つぎの如く述べている。

　一，百姓之田畑家屋敷質物に入れ，請返す事及遅々といへ共狸不可押取，或

　　！r，年或一一・年随其品相待，猶於滞は質取候ものより役人へ窺可相極也，若質

　　｝三之百姓令死去遺跡無之か又は捨令逐電もの，其付之庄屋組頭申出郡代之

　　差図受べき事

　すなわち質人田畑屋敷の請返が遅れても，半年か1年は待ち，それ以上遅れ

たときは，質取主が役人の指示を受け，若し質入主が死亡してあとがないと

か，逐電した場合ぱ，村役人から申し出て，郡代の指図を受けることとしてい

る。

　以上僅か二藩についてkたのであるが，幕府の田畑永代売買禁止令や質地政

策にたいする諸藩の対応は，各藩の政治・経済的事情を反映して多様であった

　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱぶ
と思われる。しかし佐々木潤之介氏が述べられているように，享保期の質流禁

止令とその撤回とは，各藩政に大きな影響を与え，ほぼこの時期に領主権力

は，積極的な本百姓維持策から地主層擁護の方向を辿ったとみなしてよいであ

ろう。

注　ω　この問題こついては，大石慎三郎『封建的土地所有の解体過程』，古島敏雄篇『H

　　本地主制史研究』所収の安良城盛昭「近世初期；こおける農民支配政策の展開」，佐

　　　々木潤之介「幕藩体制下の農業構造と村方地主」，大石慎三郎「寄生地主形成の起

　　点」などの諸論考にくわしいe

　②　『御触書寛保集成』1310号（児玉幸多編『近世農政史料集一』所収，以下同じ）

　　（3）　『同h』1309号

　　（4）　『徳川禁令考』2787号

　㈲　頼納質については，貞享4年4月にもつぎの禁令を出している。
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　　　　　　　　　　　　　　　覚

一，質地取候者，年貢不出之，質地に遣置，無田地者方より年貢役等相勤候もの

有之由相聞，不届之至候，堅停止事，　　　　　（『御触書寛保集成』2602号）

（6）

（7）

（8）

（9）

（lq

⑪

⑫

『日本財政経済史料』三巻1081～4頁

『御触書寛保集成』2604号

『同上』2606号

「御定書百箇条抄」　（児玉幸多編『前掲史料集一』230－244頁）

『徳川禁令考』後集第二，218頁

『前掲史料』二巻998頁

『日本経済史辞典』上巻708頁，大石慎三郎校訂『地方凡例録』｝港，安藤博編

　『徳川幕府県治要略』等参照

（13　『岐阜県史』通史篇近世上1023頁

（14大石慎三郎『前掲書』36－　7頁

㈹　『郡上郡史』387－8頁

㈹　佐々木潤之介r前掲論文」

皿　土地移動＝金融の形態と時代的性格

　ここで主として分析の対象とするのは，加納藩に属する厚見郡ド佐波・U置

江両村である。加納藩が前記幕府のh地政策に如何に対応し，土地移動＝金融

に如何なる独自の対策を実施したかは，ほとんど明らかではない。美濃地方で

は，近世初頭以来「頭分制」と呼ぽれる身分的階層制が，幕藩体制ドの村落支

配を実現し，村落共同体的秩序を維持するものとして強固に存続していた。そ

して加納藩の財政は既に元禄期頃から窮乏をみるに至り，「延享・寛延年間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり
（1744－50）勝手方として領内各地の頭分二〇人に依存し」ていた。こうした

事態から加納藩でぱ，前節でみた権力の積極的本百姓維持策から地i三層擁護へ

の転換は，比較的早期になされたのではなかろうかと推測される。

　第1・2表は，土地移動＝金融形態を分類し，その時代的性格をみるため

に，下佐波・日置江両村の証文類とその「書留帳」により作製したものであ

る。
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日置江村土地移動＝金融の形態
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第2表 下佐波村土地移動＝金融の形態

年 ㊦f

三‡1：

1fif・R・

延享l

d

　寛延1
！△　2

10　3

質
流

高
切
人

永
代
売

1728

1
；
1
引
lli

亘

1
1

鷲i遁遼蕊

1

　　　備　茎
無担保馳 講仕請
　　　書
イロ1入替戻

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
H

暦宝lo
o
o
o
△

1

o
u
　
C
N
J

2

1
t
⊥
　
－
只
） 21「3

51［14

52　　8

53　　3

54　　4
55　i

57

58］

59

60　　1

61
　　　　　　　　1

3
1
3
7
3
2
2
2
5
7
6

6
4
8
2
5
2
4
2
2

2
ワ
臼
3

OO

　
　
1
　
　
1
⊥ 1

1

ワ
●
2
　
4

1　1

1

1

1



36　　近世土地移動の時代的i生格
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l年 代
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年
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　　補注　第1・2表作製に関する依拠史料その他について，ここで必要な限り説明し

　ておきたいn

（1）第1表は，日置江村のll正文類（青木孫三郎家文書岐阜大学教育学剖縛物館蔵）のみ；こよ

　り，25年毎1こ区分して表示した。なお年号不明の証文30通余が存在するが，ここでは

　省略してある・

②　第2表は、下佐波村の証文類とその書留帳（青木久太郎家文」｝証文と書留帳の一部拙

　蔵，他は剛聴物館蔵）とにより作製したn書留帳は寛延2年から宝暦5年までの「田畑

　売買並質入手形書留帳」1冊と寛政11年以降若f年を除いて慶応3年に至るまでの

　「書入並質流証文書留帳」49冊がある。土地移動＝金融の形態とその時代的変化と

　を，できるだけくわしくみるために各年次別に示し，本文と関連して半世紀毎に区切

　っておいた。書留帳により，その年の土地移動＝金融のすべてがわかるものは年次の

　前に○印，その一部がわかるものは△印を付した．符号のない年次は証文のみによっ

　ている．なお証文と書留帳との重複は避けてある．

（3）下佐波村の書留帳の場合，享和元年以降，永代売と質流とは，「書入」と区別して，

　同じくr高UJ入」と記載されているので，両者を区別することはできないeそれを可

　能にするのは，該当する証文の存在する場合のみである・また証文端書（時には内

　容）から，永代売，質流，年季売（本物返），質・書入などの区分ができない場合が

　かなり多い．例えば「質流二相渡シ申地所之事」の内容が，1永代貴殿江御拍被成……

　売切証文ク5而如件」であったり、逆に「売渡申畑之事」の内容が，「我等拍之畑田質

　流二相渡シ……」とされている場合があるeここでは証文と書留帳とで一致するもの

　は証文によって永代売・質流を区分し，他は高切入として一括してある．

（り　占盲担保金融としての質入・年季売（本物返）は，（イ）r何ケ年過何時た1）とも元金返

　済｝エへ・・地所御返可被下」と年限を規定しない「無限返り証文」，（ロ）年季（例えば3～10

　ヵ年）の記載のあるもの，の年季の記載のない「高切入返り証文」に区分した。
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（5）非占有担保としての書入（1）・（幻は短期のものが多く，（イ）1年以内ノ）もの，（ロ）

　それ以上のものに区分した・

（6）その他の土地移動形態として，（イ）替地（土地の交換。条件にょり代｛≧を埋、う），回高分

　（多くは親子・兄弟間での分地），内譲渡（無償あるいは譲渡売買の場合がある），（∋寄進（観音

　のを表示したe

（7）参考のため，証文類のみから無担保金融としての貸借を，（イ）期限1年以内，（ロ）1年

　以上と区分して掲げた・残された証文のみによったので，このほか多放仔在していた

　ことは明らかであるn

（8）備考欄に，講書入・仕（，｝D詐・請Dl件数を示Lご・仕替・、清戻については，天保

　2年以降は書留帳に明示されているので，その件数を示し、それ以前1よ判明一「るもの

　のみの件数をあげているb

　1　17世紀

　この時期の証文には，il置江村の永代売2件（延宝3・6｛Dと皆地1件＠亡

禄8年）があるのみで，17［il：紀前’トのものは残されていない。『岐1；1．県史』史

料篇近世1には，近世初頭の美濃地万のものとして寄進・永代売・質人＝頼納

質の例をあげている。寄進には，慶長5（1600）年，11皮阜屋島Hlj’ノくlll∫伝ノ［：衛門

尉から本誓■への町屋敷寄進状（近llir　1　－83），同15年石徹白彦右衛i”」尉後家が

長左衛門尉に田を「年々二米大舛七升つN二（［：候て，坊Eへあけ可申定」の売

寄進状（同一84）がある。永代売には，同6年四至のkを示した屋敷を米1石

で売渡した例（同一79），同15年金銀銭のfUミニ旧3ヵ所を売渡Lkf／ljU・1－59）、

寛δ（15（1638）年反別9畝，高0．99｛fの．ド田（2笹）を「納米壱イ｜弐“1・ノL刀’八㌃

佛五V二永代うり」Lた例（同一60），同21年反別2反8畝6歩，高3．253｛iの

中・下田（3へ勧を「御蔵米弐｛i四斗二来η三一作売渡し」た例などがあげられ

ている。こうした近【ilr初頭の土地移動に関する証文には，かなり強く中‖［1杓形

式を残しているものが多く，時代的特色をよく示している。【E徳4（16！7）年

には，預り金3両銀4匁の利息として畠3畝余をftlノ、し，「KU∫べ御作取“∫1吃

成候，御公儀御年貞・御役等ハ，我等さいきやう吋仕候，右之本くD返進申候ハ

N，くろつち二て御かへしIlf｛∫K」（同一77）と述べているから，明らかに禁制

の頼納質である。
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　第1・2表からもわかるように，寛永20年幕府の田畑永代売買禁1ヒ令後も永

代売は盛んに行なわれている。質入が存在したことは，さきの頼納質の例から

も明らかであるが，加納藩領ではほぼ18P｝：紀半ば（日置江吋で｝よ半ば過）頃ま

で，土地移動の中心は永代売であったと思われる。日置江村の最も古い例をあ

げてみよう。

　　　　永代売渡し申畑之｝i：

　　　　上畑戴畝余　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋敷也

　右ハ卯ノ御年貢相詰リdy二付’，右之屋敷金r一三分二相這it（代’尼渡し，金子i造二

　請取，御年貢二指上申処実正也，自然御公儀様御国替其外何様之義御座レト共，

　於此地二子孫至迄少も違乱申間敷4，高ノ義ハ本帳相改相渡し可申ve，さかい

　者先年通，互ぞ半分如何かと申事←f之LFへ共、其方ヘハ六ヶ敷‘1］二かけ申間敷ぬ，

　為後日∬5而一札如件

　　　　（1675）　　　　　　　　　　　　　　　　　　H置江村lil屋
　　　延賓三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孫　三　郎　⑩

与頭

　　　　卯ノ十一月廿叫」　　　　　　　　　　　　　　太左衛門　⑩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七郎兵衛　⑩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加　太　k　⑲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きも入
　　　　五　介　殿　　　　　　　　　　　　　　　源五兵衛　⑩

　この証文で注目すべき点の篇一は，　「御公儀様御国呂三其外何｛兼之義御座レ玉共

……
少も違乱申間Lf（」と記していることである。1711t紀美濃地万では，「御代

官替り・御徳政参候共……1口5L申問敷候」とのいわゆる徳政文，：ゾ）あるものが

　　　　　　　　　　　ロラ
かなり多く存在している。周知の如くこの徳政文言は，中世の売買・tYiiil・質

ノ、等の私的契約文吉にしばしば記された特殊な形態の表現で，幕府その他の発

する徳政令，すなわち貸借破棄令を用いないことを約定したものである。それ

が近世初頭にまでそのままもら越されたものとみなされるが，幕藩体制確立期
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に，従来の土地所有関係も変化してくると，こうした徳政文言にかわって，上

記証文にみる如く，大名転封による国替や，代官交替，家臣の知行替，さらに

は「村方役人替」にまで言及する文言が登場するに至ったとkてよいであろ

う。こうした文f：「の記されない証文も勿論あるが，日置江・’ド佐波両村とも18

世紀後’トの天明期頃まで川いられている。

　つぎに「高ノ義ハ本帳相改相渡し可申」としている点である。これ：よ「帳切」

とか「高切人」と称し，永代売でも質流で4，，水帳（検地帳）に名請人名を貼り

替え，土地移動を明確にすることである。村役人は土地移動を記した，与留帳に

各年毎「是迄○年暮二高差引1剤（寛延2一宝暦5年「剛暁買］頗入f：形書留椥）

として整理している。

　　11　　　181H：糸己fiil　JUj

　質入・年季売（本物返）　永代売が0・き続き土地移動＝金融の中心である

が，証文形式もとくに顕宮な変化は認められない。注目すべき点は，占有担保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じヨラ金融としての質人やその一種である年季売（本物返）がみられることである。

この質人・年季売が近世初頭から一般的に｛f：在していたことは，前にも言及し

たが，それぱ寛永20年幕府の田畑永代売買禁JL令（こみる頼納質禁止からも明ら

かである。この土地金融形態は明治み1年に至るまで行なわれているが，ここで

は証文端，｛1：を年季ク巨としている宝暦8（1758）年のfダ［］を示しておこうc

　　　　年季二売渡シ申田畑之・1｝：

　　　一一1二田壱畝拾歩

　　　…同　壱畝六歩

　　　一・卜二畑四1畝拾壱歩

　　　〆　六畝廿ヒ歩　所ハ宮西，本帳’P左衛門分

　　　　代金三両三分也

　右之通来卯ノ年b巳之年迄三年季二売渡シ，代金1造二請取御年貞二上納申所実

　正也，来卯之年♂其方江御ナrl被成，御年貞諸役共二御勤n∫被成ぬ，巳之暮二

　本金返弁仕レレ・L右田地御戻シロ∫被’ドL・1‘，巳暮二本金相済不申咋ハx後く迄御



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近Vl：土地移動の時代的性格　　43

　拍二可被成va，於此田畑我等義ハ不及申子く孫k迄申分無御座w，為後日証文

　の而如件

　　宝暦八年　　　　　　　　　　　　　　　下佐波村本人　円　　　六　⑩

　　　　寅十二月　　　　　　　　　　　　　　　同村証人　孫　四　郎　⑰

　　　利平次殿

　（裏書）

　表き｝之通相違無之va　以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庄　屋　源　兵　衛　⑩

　円六は田畑6畝27歩を代金3両3分，3ヵ年季で利平次へ売渡し，買上は

「高切入」を行なって，期間中その土地の名請人となり年貢諸役を負担する。

売主は季明けに本金3両3分返金すれば口］畑を請返すことができ，それが不可

能の場合は質流となる。買．ヒは，期間中その土地を自作してもよいし，売主∠

は別人に小作させてもよい。作徳又は小作料から年貢諸掛を控除した部分カミ，

本金の利子に該当するわけで，占有担保金融としての質入と本質的に差異はな
　　　　　くめ
いのである。

　質地小作　こうして質入・年季売の展開は質地小作の展開をみることとな

る。ここで先ず寛保3（1743）年の史料をあげてkよう。

　　　　質流二相渡シ中田地之事

　　　泉地

　　　一中田九1畝拾四歩

　　　　　代金弐両銀拾弐匁也

　右之通質流二相渡シ申所実正也，然上ハ来f’之年♂其方江御相被成，御年貢諸

　役共二御支配可被成ve，於此田地家∴義ハ不及申何万♂茂後日二申分無御吋

　レト，為後日証文循而如件

　　寛保三年　　　　　　　　　　　　　　ド佐波村本人　庄　　　ヒ　⑩

　　　　亥十二月十五日　　　　　　　　　　　同村証人　文　　　蔵　⑩

　　　　利平次殿



　4．1　　　．；！工iiirt［．IJ也1多動の川・fi〈li’itJ・ifl｛1’1†

　　　右之田地直私請作仕トト此究

　　　　一・ノL直久｝’含∬q歩｝Lヒ言青斗ミ登イiJ－k’i

　　　　但シ壼反二1］登石弐・し’ミ升ヒfr之割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜乍人　　庄　　　　　一L

　この証之は「質流二相；度シ……」となっているが，　この文ri・1土慣用され｝ごに

　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨラ
過ぎず，質ノ、とz・なされる。すなわちli三．Lは，金21・11j銀12匁で利’li．次に質ノ＼し

た【｝T田9畝14歩の「田地直私請作」し，1反につき1．267t．．iの割てーt小作料1．2

石ときめているわげで，無年季の質地1〔i：小作と夜なされよう。

　この点つぎの史料によれば一一層明確と｝ノよるc

　　　　　　’貫流二相渡シ申畑屋1既と・li：

　　宮∩かへロ
　　　　　ーll｜幻日弐1；玖］’合ノk．1　1．’；

　　　　　　　（！l　Gz壱両也

　　　　一・屋敷四畝拾弐三歩

　　　　一藪廿五歩　納竹ドく唐八分

　　　　　　〆（k．銑［JLITpt6　トカとt三三、匁也

右之垣㌔二札1渡シ申所知也刺1・之年♂則∫棚時｝賊，御｛ば、搬，・、御

鋤川械・・，胸・ヒ畑融敏．・限・・イく及申1・防筏申分1照酬い，為後日証文

｛flJliliiuiギ1二

　　　　（1756）

　　　㍑恒六てト

　　　　　　ゴ’ノに．コ1　　　　　　　　　卜伽芝村本ノ＼源右衛門⑩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同村証人　銀　　蔵　⑩

　　　　　　　川平次殿

　右之，適買、エニ相i度シ申レト行共，　ik仕ノ7仁ぴ巳之fド．迄．Lilケf卜之内，　1清二）仁有」勤，　其

．ヒ本．企返剤ヒw・バ，畑渥・櫛・腺シ・1促ド昨…賦杣1七二御加ト以一［：
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　　　　　　　覚

　　かへロ

　　　ー中畑弐畝拾八歩

　　　　　　dヒ言青｛乍f干≡弐斗五刀・

　　　一屋敷四畝拾弐歩

　　　　此請作米七“t

　　　一藪廿五歩

　　　　　此請金納銭百文

　右之通我パ請合年く急度相勤さセn∫申ve，若壱ヶ年少成共滞1川乍ハx私♂相勤

　可申．u，藪ハ古竹伐，若竹並二木ハ伐リ申問敷咋，為後日請合々日斯二御座va

　以・ヒ

　　宝暦六年

　　　子1’二月　　　　　　　　　　　　下佐波村本人　源右衛門　㊥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同村証人　銀　　　蔵　⑩

　　　　　利平次殿

　下佐波村源右衛i1H：よ，　il・1畑2畝18歩，屋敷4畝12歩，藪25歩を金5両銀3匁

で，利平次へ5ヵ年の年季売に出し，その期間中「請米相勤」める直小作とな

っている。そしてこの上地にたいする小作料を年米9斗5升銭100文と定め，

本人滞納のときは証人銀蔵が代って糸｝｛〕人することを契約している。

　以一ヒの諸例から，この時期，質地小作が一般的に展開していた］、のと思われ

る。

　田　　18　1廿：　糸己　後　其月

　「高切入」における永代売と質流との区分は判明しないが，一ド佐波村ではこ

の時期（日置江村ではこの時期の斗～ば）に，両者の比率が逆転して，質流が土地

移動＝金融の中心となっている。証文形式は，従来の「御公儀様御国替……」

等の文言は次第に減少し，それに代って「苫面之地所高切人……其方i．1二御才μ被

成，御年貢諸役共二御支配可1皮成iA」と，名請人の変更と年貢諸役の負担責任
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者を明確にする文言が記されるようになっている。

　書入（1・‖）一　一非占有担保形態　この時期の土地金融として注目すべき

点は，占fi質としての質ノ・・年季売と」じに，新しく非占有担保金融としてのけ

ノ、が出現していることである。先ずその第一形態（書入1）の例を示してへよ

う，

　　　　質流二相渡シ申田地之・1｝：

　　小はし

　　　中田ね畝拾弐歩’ド

　　　　代金壱両弐分

　右之通質流二相渡シ申所実IE也，来寅之年其方江御抽被成，御年頁諸役∴御

　鋤1∫被戎w，於此田地家・義ハ不及申fl・∫万♂茂申分無御1弓SレF，為後Fl証文Ob

　而如件

　　　（1757）

　　　宝暦七年

　　　　　H：1’二月　　　　　　　　　　　　ド佐波村本ノ、　長右衛門　⑩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同村証人　茂　三　郎　⑩

　　市兵衛殿

　右之通質流二相渡シ時1しト得共，来寅之トー川ユ↓，金壱両二付銀拾匁ツX利足ヲ

　加1へ，元利返済仕しトハX，右之地所御戻シ可被・ドレト　以ヒ

　　（裏書）

　　表苫之通相違無之レト以卜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庄屋源　兵　衛⑳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組頭三　之　亟⑳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　八右衛門㊥

　この証文で注目すべき点の第一は，「質流二相渡シ申」すとしながら，翌年

11川；ilりの「返り証文」となっていることである。したがってさきにも述べた

如く，この文言は慣用であり，質ノ、したものが請戻困難のための質流証文では

ない。第二は，期間が短かいことである。この種の証文の期限は，ほとんど1
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年以内であり，なかにCM　1～3ヵ月の例もある。第三に最も注目すべき点であ

るが・「金壱両＝付銀拾匁ッ・利足ヲ加へ」，元利返済を規定していることであ

る。『徳川幕府県治要略』（292頁）によれば，「田畑を担保とし金員をfl『用し，

利子を支佛ふことを約するを書入と云ふ。書人は質入に類似すと難も，書人は

利j”を佛ふてll，i一金し，田畑は単に担保に止るもの，質入は金員貸借期問，田畑

を貸主に預け，耕作の権利を付托し，其収穫を以て利f’に充つるもの，全く其

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くめ趣を異にせり。」と書入・質ノ、の区別を明確に規定しており，この証文がIi人

であることがわかる。第四にこの証文では，一見して金llが名請人となり，年

貢諸役負担者となるようにみえるが，　「「聾留帳」と照合すれぽ，この種の証文

はすべて「高切人」とはなっておらず，「1彗入」となっていることである。す

なわちその土地の名請人で年貞諸役の負担者は借主であり，期限がきて元利返

金すれば‥暑留帳に「済」と記載され，更に継続するときは証文の「仕（書）替」

がなされるのである。以上の諸点から，この証文が非占有担保金融としての書

ノ、であることは明らかである。少し後には，この証文の期限・利f’などを規定

した但書の部分が，本文に組＆込まれ，さらに「若其節少したりとも相滞n・、

x・右之地思召二御取斗ひ可被成ve」　とか，　「書面之地所御勝手次第二“r被成

レs］といった年季過ぎの質流規走をつ：ナ加えるに至っている。

　つぎに潜人第二形態（書人皿）の例をkておこう。

　　　　借用申金f’之事

一
金壱’両三分ハ

　　此質物

　屋敷壱反拾五歩之内

　　五畝七歩’ll・

　藪五畝拾四歩’lt・7＿内

　　弐畝廿弐歩

本金也

右之通屋敷藪共二質物rl｝入，金子匿二借用仕御年貢二上納申処実正也，来亥

十一・月限二本金二弐割之利足ヲ加へ，元利共急度返済可仕dy，若元利之内少二
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而茂滞リUSハX，右質物室敷藪共二其方江御才口可社成L・F，

為後日証文1乃而如件

　　（175↓）

　　宝暦四年

　　　戊1’二月廿五日

其節違乱申間敷蹄，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下佐波村かり主　善右衛門　⑩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同村証人　勘右衛門　⑩

　　利平次殿

　この形態が書人であること1之説明を要しないであろう。日：人（1）との相違

の第一は，証文形式ヒ，　「本金」が冒頭に記され，土地は単なる担保物件に過

ぎないことをより明白に示していることである。第二として，これも形式上と

はいえ，期限後元利金返済が滞った」易合，ikじめて担保物件の名請人変更を規

定していることである。この形態を書入第二形態＝．自：ノ、（‖）とした。書入か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くわ
らの質流は当然存在し，最も早い例は既に亨保9年に版られる。この場合質流

の可能性は，書ノ、（｜）が書入（n）より大であることはいうまでもあるま

し・。

　以上にみてきた占ノ、は，占巨質としての質入・年季売とは異り，より進んだ

非占有の担保形態である。この、暑ノ、形態が，この時期に登場してくることは，

18世紀’i「・ば以降，当地万に綿業を中心とする商品生産流通が本格的に展間し始

　　　　　　　　　　　　　　　　くぶ
め，農民ll皆層分化が進展してくることと照応する1、のとみなしてよいであろ

う。

　lV　　　19　1H：　糸己　fiii　其ll

　土地金融と土地集中との分離傾向　19iH：紀にノ、ると，ト佐波村では「書：留

帳」が比較的揃っているので，かなりくわしく土地移動＝金融の時代的性格を

知ることができる。第2表を一見すれば，化政期からとくに天保期に，種・k・の

形態の土地金融が活発に展開されていたことがわかる。永代売・質流の「高切

入」や質入・年季売もかなり多いが，とくに注目すべきことは，書入形態（な

かでもその1）が頻繁に行なわれ，また無担保金融も登場していることであろ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近世土地移動の時代的性格　　49

う。

　永代売・質流の「高切入」や，質入・年季売などにみるこの時期の特色は，

これまで1件当り規模が数筆5～6反歩を最高として，零細なものがほとんど

であったが，反別1町歩以上のかなり規模の大きい土地移動が出現しているこ

とである。例えば文1ヒ7（1810）年，嘉十郎（青木久八家）は，笠松新町の大問

屋資本高島久右衛門へ，田畑反別1町1反6畝13歩（43筆），高13．7075石を

金56両2分で「質流二相渡」し，弘化3（1846）年，小左衛門は青木久八へ，

田反別1町2反5畝18歩，高13．9233石を金43両銀2匁7トで，「当午冬♂亥

年迄五ヶ年季」に売り渡している。

　つぎに，最も注目すべき書入形態についてみておこう。表示の件数は，備考

欄に記しているように仕（書）替された分を包含している。仕替については前

にもふれたが，それは期限内または季明けの際，証文を書替え，契約を更新す

ることである，書フ＼の場合はほとんど1年以内の短期で，年貢納入前の11～12

月中になされている。その際，段別・金額などの契約内容を変更しているもの

も若干みられるが，大多数はそのまま更新され，2回3回と仕替されている例

も多い。なかには仕替の煩を避けるためか，　「この証文五ヶ年かり切，地所ハ

与市（書入主）相居利足佛筈，依之五ケ年借用」（文政4年），「辰年♂来ル申年迄

五ヶ年書入証文」（天保3年），「但シ三ヶ年季返リ証文，右ハ利息佛しト筈故高

切入二不及」（天保5年），「五ヶ年季書入証文，此証文五ヶ年相用暮x二利足

差入ua筈，高ハ切入なし」（天保13年）等々の年季書入証文も存在する。これ

らの例からも，書入の場合は「高切入」を行なわず，書入（借）主が名請人・

年貢諸役負担者であることは明らかである。したがって金（貸）主は土地収益

ではなく，貸付金にたいする一定の利子取得を主目的とするに至ったことを認

め得るであろう。こうした事態は，質入・年季売も含めて，書入から質流とな

らず，かなり多くが請戻（書入の場合は返金して「済」）されていること（第2表備

考欄）からも推測される。

　また従来ほとんどの証文面が「御年貢渡li｝：二相詰リ」，「御年貢金並二御未進
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金差詰リ」などとなっていたのが，「金子要用之儀二付」，「無拠入用出来；・トニ

付」などと変っているものが多い。例えば当時紺屋経営に従事していた「応助

藍仕入二付金子借入呉14．様頼二付」，庄屋青木源兵衛（応助は次男で分家）は「金

子要用二付」，文政6（1823）年，田反別4反8畝16歩半，高6．5328石，翌7年

田反別7反7畝23歩半，高10．9178石を，竹鼻の縞問屋商人大沢文助宛6ヵ月限

りで書入，それぞれ20両・30両を借用し，　「万一限月至元利之内少たり共及遅

滞外ハN，右之質地其元江御拍被成，御年貢諸役∧御支配可被下L・k……若又地所

御売佛被成度節ハ何時たり共，壱反歩二付平均六両割之直段二而加判之者へ引

請，代金無滞御差出シ可申ve」と，期限後の質流か又はその地所の売払代金

（1反歩平均6両割）を支佛うことを規定している。さらに天保期頃には，期間

後の質流を規定せず，「万一少たり共相ee　LS節ハ加判之者へ質物引請，元利共

速二御返済可申上va」（天保3年），「若元利之内少二而も滞wハs，右書入之質

地証人方江引受，金高都合致シ返済可申va」（天保4年）などの例にみる如く，

書入主側でその土地をひき受け，元利を代金で返済するようになっている。

　地主・金貸業者相互間の土地金融も盛んに行なわれた。この点に関してのく

わしい分析は別稿に期したいが，ここでは下佐波村青木久八家の場合について

ふれておきたい。青木家は天保～弘化期頃，綿織生産に従事し，弘化2年には

桟留機10桁，年内生産縞約1500反を上加納御園町の織屋次兵衛へ販売してい
　くの

る。天保11年，本田畑新田反別有畝1町4反5畝25歩（21筆），高11．5994石の

「小前反別帳」を添えて，岐阜伊勢屋嘉右衛門へ書入，50両借用，同12年，田

畑反別4反1畝10歩半（13筆）を山田彦四郎へ，同4反1畝15歩半（10筆）を山

田茂兵衛へ書入し，それぞれ30両つつ借用している。逆に嘉永元年，次木村江

崎庄兵衛は田畑反別1町6反5畝24歩（30筆），高20．279石，上佐波村吉村七郎

右衛門は田畑反別5反3畝25歩（17筆），高6．703石を青木家に書入し，それぞ

れ100両，50両を借用している。また弘化3年青木家は，田畑有畝23町1反7

畝，石高165．3石余（出作共），居家1，土蔵2を「根質」として，加納豪商尾

関仁兵衛と共に，紀州藩に書入し，加納御園町に「紀州御国産認糸売捌所」を
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　　　　　ロの
設111している。他ノ庸木家は，この時期以降，質流も存在するが主として永代

買の杉態をとって，急速に・L地集積を進めているのである。

　以Eにみてきた事態から，この時期当地方における，綿業を主とする商品生

産流通の発展と農民階層分化の進展とを反映して，土地金融は，小作料取得を

目的とする土地集積と，非占有担保形態の書人により，貸金利子を目的とする

’ti．のとに分化する傾向を示しているといえよう。

　講書入　化政・JC保期頃には，村役人の地所や「惣高割」を担保として書入

（い皿）し，「月並金かり入」，「加納宿場金かり入」，「御貸金拝借」などの名

「1による領主側からの村借用や，無担保金融としての貸借もかなり行なわれて

いるが，ここでは当時盛んに行なわれていた，庶民金融としての頼母了講にた

いするぼ人についてkておきたい。下佐波村での講の名称は，ほとんど頼母子

講となっているが，なかには世利，」，道具，永代，牧田等の名称が付されて

いるものもある。頼母r講者入の初見は寛延3（1750）年であるが，以来その

、Llノ、規模：ま，「取足」10両で書入2反，同5両で1反前後の例が最も多く，他

はそれ以一ドの零細なものばかりである。ところが文化14（1817）年には，取足25

両，、ll　1　6反9畝18歩’ドの例がみられ，弘1ヒ4（1847）年には，同一講で取足

100両のもの2件が出現している。その1例を「書留帳・」からひいてみよう。

　　」こノレ巳年迄

　　　　　　講漕人

　六　fft

　下田四畝廿八歩’卜　　九反田

　（以下20筆略）

下田〆壱反八畝廿九歩

七田〆弐反十四歩’1㌘

中畑〆壱反九畝t卜四歩’卜

下畑〆拾七歩

畝合五反八畝五歩

此高弐石八升六合三夕

此高弐石四斗九升八合

此高壱石九斗八升壱合七夕

此高四升五合三夕
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　高合六石六斗壱升壱合三夕

　　　代金百1呵也

　右之通質流二相渡シ講金善面之通髄二請取申処実正也，然上ハ当未年♂御連中

　江被成御抽，御年貢諸役夕、御支配可被成ve，於此田畑二何力♂も少も取障無

　御座w，然ル処来申年♂来ル巳年迄会毎之節，利金拾弐両ッふ満講迄急度相

　勤1レ・x，右之地所御返戻可被下LS，若少二而も相滞Wハ・書面之地所を以御

　思召御取斗可被成w，其節一言之申分仕間鋪ua，為後日証文Vb而如件

　　　弘化四年

　　　　　未四月　　　　　　　　　　　　　　　　本　人　川田七左衛門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　証　人　彦　四　郎

　　青木久八講御連中

　山田七左衛門は，青木久八講で「取足」100両を受けとり，r既取分之懸銭」

の支払義務を担保するため，田畑反別5反8畝5歩（21筆），高6．6113石を，｛］人

し，「来申（嘉永元）年∠来ル巳（安政4）年迄」の10力年，「既取分之懸銭」に

「取足」の利息12両づっ，満講まで支払うことを条件に，h記の土地返戻を契

約しているわけである。なおこの講会では，青木政之亟が全く同じ契約条件で

「取足」100両にたいし，上畑反別6反26歩半（12筆），高7．306石を書フ・してい

る。嘉永5（1852）年には，逆に青木久八は，II」田七左衛門講へ「取足」50両

にたいし，下田反別6反6畝3歩（15筆）を書入し，「来ff（嘉永6）年6来ル酉

（文久元）年迄，会毎二利金六両ッs満講元乞連く急度相掛ヶri！申」と契約してい

る。

　これらの例にみてきた書入地所は，すべて請戻されており，この段階での講

書入は，もはや頼母子講本来の相互救済的な性格からは逸脱して，必要資金取

得のための地｝三相互の土地金融と7x　fgし得よう。

　地主小作関係　これまで土地金融と地主的土地集中との分離傾向についてみ

てきた。しかしながらこの時期，質人・年季売もかなり多く行なわれていた。

そのなかには勿論請返されるものもあったが，質流も存在じ，土地金融と土地
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集中との未分離の面があったことはいなめない。したがってこの段階において

は，地主による土地集稻が進展していたとしても，それは真に安定した基盤の

上に、1’1っていたとはいえないであろう。

　地回・作関係の詳細1：ついては別稿に譲るとして，ここでは主として天保期

の，土地移動＝金融形態との関連において，若1：の点について言及しておくこ

ととしナこい。

　天保2（1831）年のつぎの史料（「書留帳」）をみておこう。

　　拾ケ年返り証文

　　高切人証文

　一，屋汕　六畝廿四歩　　村LFi

　　　　此高八斗壱升六合

　　　　此有畝壱反弐畝歩

　　　　此掟米壱石三斗弐升

　一’，藪畝　四畝八歩

　　　　此納竹五寸八本と下唐弐束

　　　　此ff畝七畝歩

　　　　此旋八斗iJLI升

　　　　　　　　　　　長拾弐間
　一，居宅　壱軒　fr［
　　　　　　　　　　　梁三間

　　　　但シ湯殿雪隠並二建具♪、不残付

　　　　　代金　三拾両也

　右之通質物相渡代金随二受取御年貢御皆納申処実正也，然一ヒバ当卯年ヨリ貴

　殿江御拍被成御年貢諸役並家相続古御支配可被成va，右質物二おいて私義ハ

　不及中脇く♂も毛頭取［1章無御座咋，為後H証文の而如件

　　　ノミ保弐年　　　　　　　　　　　本　人青木五兵衛㊥

　　　　夘二月　　　　　　　　　　　　親類惣代証人　政　　之　　亟　㊥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中佐波村組頭証人　杢　右　衛　門　㊥



54　　近世土地移動の時代的格性

下茜部村　竹内義Zll衛門殿

　　添証文之事

」：fii三言皮↑寸系目L蠕頁言旺三ノ＼　　　｝ちり　　　右　　　　i撒テ　　　【｜il　　　（あ

　今般別紙証文之通質物相渡申処実正二御座．k，然上ハ当卯年♂来，レ子年迄1’

　ケ年之内ハ，右質物御年貢諸役並二家守∴私♂相勤，貴殿江少しも御迷惑懸ヶ

　巾間鋪n，日．又右質地御加地了並二家賃料として年く金壱両弐分ツS極月U’

　五日限二無相違相納可申ua，ノ∫一右御加地子料之内少二而も及遅滞・・節ハ，程、

　江御沙汰被成下pmニハ及不申u間，貴殿御心儘二御取斗ひlir被下し，，尤前iT之

　通拾ケ年之内，別紙証文面之通，元金三拾両也返済仕し㍗・X，右質物之品ミ不

　残私へ御戻シ可被下us御引合二御座1ト，為後日添証文乃而如件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下年月，署名，捺印同じ’故省略）

　この証文は，当時没落して「身上方切替二而小高二」な．，ていたド佐波村1il

　　　　　ロの
屋青木五兵衛が，隣村ド茜部村のk地・ド竹内義左衛門にあてたものである。屋

敷6畝24歩，藪4畝8歩，居宅1軒を30両で10力年の年季売とし，その期間中
　　　　ぱヨラ
「加地子」（’J・f乍料）・家賃料として「年ζ金壱両弐分，パ」を支払う直・J・f・i：を

契約したものである。しかも年貢諸役は質入主が負担するのであるから，

質の形態をとっている。こうした形態の存在は，それが特殊till：情ドの例外的存1

在であったとしても，地・セ制形成の面からkて地主の不安定性を物語る；、のと

思われる。なお青木五兵衛は，すでに3年前の文政11年，同じく竹内義左衛門

にたいし，田畑反別7反6畝22歩，高8．9295石（掟米10．Hlの「旧畑・1・前帳」

付）を30両，3ヵ年の年季売としている。そして「右地所之義r年♂寅年迄三

ヶ年之間拙者預り高二いたし置，御年貢諸役∴支配仕，年く為加地臼こ三百弐

斗ツX相納申度段く御頼申人御承知被下L・1・，然上ハ豊凶二不抱御引合之通急度相

納可申w」とある如く，その3年間「預り高」として年頁諸役を負担し，期間

中年3．2石の小f乍料を契約しているので，前例同様，頼納質形態の直小fliであ

るとkなされる。

つぎに天保4年の史料をあげてみよう。
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　　0高切入　五ケ年返り証文

　　　　但し別高二致置U事

　一，屋敷弐畝拾九歩半　1寸中

　　　高三斗壱升八合

　　　代金三i山」弐分也

　右之通質地相渡，代金随二受取，御年貢上納申処実正uiL，然ル上ハ当巳之四

　月b来ル戊之四月迄之内二fト，∫時二而も書面元金返済仕ぬハx，質地私江御戻シ

　可被トu，尤借用中年々私♂高捌二仕金壱両二f］壱ヶ年二米八升ッx，加地

　子米として急度相渡可申us，為後日証文fJb而如件

　　天保四年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・k　人　小　　　八

　　　　巳四月　　　　　　　　　　　　　　　　　証人　周　　　八

　　　　　　〇太四郎殿

　’」・八は，太四郎にたいし，屋敷2畝19歩半，高3．18“トを，代金3両2分で，

「当巳之四月♂来ル戌之四月迄（五力年）之内二何時二而も」元金返済すれぽ，

質地請戻のできる年季売としている。そして「借用中年く私♂高捌二仕，金壱

両二伺’壱ケ年二米八升ツx加地子米（小作米）」を渡す直小作契約を結んでいる。

高切入の箇所と金（貸）i三太IJq郎にOllPを付し，小八から太四郎へ「｜吉1切入」

をしたことを明確にしているが，但しそれは太四郎の「別｜ジ刮とされている。

つまり5ヶ年の内「何時二iniも」請返されるのであるから，太四郎は本来の自

己所持地と区分して，別高としているわけである．期間中「年ζ私（小八）♂

高捌二仕」るとの意味は，不明であるが，文fヒ9（1812）年申10月に「高U〕人」

した例2件に，「右高ハ当（文1ヒ9申年）くれ切ノばδさバキニいたし，地所ハ来

酉年（文化10年）♂渡ス」とあることから兵て，期間中の年貢諸1儂を，売（借）

主小八が負担する頼納質を．琶味するものとみなされる。

　「高切入」をしながら，それを「別高」とした例は，天保8年にもみられ

る。同年IE月佐’ltl治は，田畑反別7畝6歩’ド（3タ葎），高8．845斗を代金5両で，

｝1

f木久八へ「五ヶ年切」の年季売をしている。ところが久八は，この高を従来
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の所持高と区別して「別高」とし，翌9年3月，金1両を追金して買取り，

「右ハ先達而高切入二相成居us間，高差引なし，別高二相成有之故一緒二致ス

事」として，始めて確実な自己所持高とし，従来の所持高に組夜込んでいる。

　以上にみてきた諸例から，われわれは当地方のこの時期における，地主・小

作関係の性格や，地主的土地所有の不安定性を認めることができよう。したが

ってこの段階では，いわゆる第二次名田小作の一般的展開，ないしは地主制の

成立をいうことはできず，質地小作から第二次名田小作への一般的転移の過渡

期とみなし得よう。

　V19世紀後期
　この時期に人って，前にkた土地金融と地1：的上地集中との分離傾向は，さ

らに促進され純化されていったものとみなされる。すなわら土地移動＝金融の

件数は，全般的にみて，化政＝天保期とくらべて，明らかに減少しているが，

とくに質入・年季売の減少に注目しておきたい。なかでも天保期までかなり｛1－1

在していた「無限返リ証文」は，嘉永5年の1例をkるに過ぎない。さきにC

た頼納質形態の直小作，　「高捌」，「預リ高」，「別高」等の例は全く姿を消し

ている。それらのことに「仕替」数の減少とともに，天保期と比較して相k．」’

的に，「請戻」（書入の場合は返金してr済ミ」）件数の増加に現象している。また

害入の場合，「金子要用二付借用」し，季明けに質流を規定せず，ノ亡利を代金で

支払う形態が著しく増大している、証文の孜によって集計した日置江村のiyj　〈it

（第1表），永代・ノ己はあらわれていないが，下佐波村の場合（第2表），すでに引、

化期以降，質流の減少，永代売の増加傾向を，明確に石とることができるであ

ろう。

　地．E相互の土地移動＝金融や無担保鋼き1は盛んに行なわれ，さきに友た件数

の減少は，1件当り規模の拡大となっている。第3表は弘化期以降の．Eなミ，の

を，証文，書留帳により表示したものである。ここに登場するものは1：な地ヒ

のみであり，こうして地ドは，一方利子取得による，貨幣増殖を意図する土地

金融を盛んに行ないながら，他方有利な小作料収月文を日的とする土地集穣を進
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めたものとみなされる。

　旧稿において，美濃縞地帯を対象に，「幕末維新期における農民諸階層の存
　　　ロの
在形態」についてみた。そこでの一応の要約は，天保期以降，とりわけ開港を

契機とする幕藩制的市場関係の変質，原蓄過程の進展のなかで，一方農業面で

の地主・富農とその雇傭労働（年季奉公人・日雇），綿業でのマニュファクチュ

ア・織元問屋とその雇傭労働（年季奉公人・反織労働者）や，出機制下に編成さ

れる資本主義的家内労働などの諸関係にみられる，いわゆるブルジョア的分解

の方向と，他方地主小作的分解の方向とは並有し，複雑に絡みあって展開して

いる。開港後，とくに永久一慶応期頃には，その傾向は一層促進され，小作人

も次第に地主層に対立する一階層として形成されてくるに至り，ほぼこの時期

に，地主制形成の第一段階に達したものとみなされるとした。これまで土地移

動＝金融形態とその時代的性格を分析してきた限りにおいて，上記の見解は，

ほぼ容認されるのではなかろうかと思われる。

　丹羽邦男氏は，畿内とくに大阪周辺地帯では，「天保期以降すでに流地→土

地取得のための土地金融つまり金融と土地集中が未分離な形態は姿を消し，…

…土地金融と地主的土地集中とは，一は一般農民・地主金貸業者・領主と貸付

の対象を拡げつつ貨幣増殖の追求，他は，採算にもとつく有利な土地＝小作地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りの
取得というそれぞれ独自の活動を展開していっている」とされている。この見

解を検証すべく，中村哲氏は，泉州大鳥郡赤畑村その他を対象に「土地集積の

時代的性格」を分析し，「地主・小作関係は一八世紀中期を画期として質地小

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りの
作から第二次名田小作（明治の普通小作）に移行した」とみなされている。同氏

の見解が，一般的に畿内農村に該当されるものとすれぽ，筆者が分析を試みた

美濃縞地帯は，これまで土地移動＝金融の時代的性格をみてきた限りにおい

て，畿内より凡そ30年ほどの後進性が認められるように思われる。

注　（1）拙稿「近世農村における身分的階層制と村方騒動」（『岐阜経済大学論集』1－

　　　1）

　（2）徳政文言は，『新修大垣市史』史料篇536－7頁承応元（1652）年，『岐阜県史』通
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　史篇近世上1024頁延宝3（ユ675）年，『同上』史料篇近i！1：1－82貞享元（1ci8．1）年、

　同一74元禄2（168g）年，同一76天保15（leW4）年等の証文にみられる．

　　中村哲『明治維新の基礎構造』330頁に尿州大鳥郡赤畑村の慶長12（1607）年の例

　が示されており，この徳政文言は近世初頭全国的にみられたようであるe上記天保

　15年のものは，時期的にみて全くの特例に属するであろう．

（3）中世；こおいては，本物返と年季売とは区別されたが，近世では，両者・つ区別が不

　明瞭となった（『日本経済史辞典』下巻1271頁）．『地方凡例録』によれば．関東で

　は年季売，関西では本物返と称したとしているが，美濃地方では，両者が混用さ

　れ，実質的な差異は認められない．本稿では，証文端書に記された1列から、年季売

　を統一的、こ用いることとしたe

（4）近世においては，占有担保金融としての質入と年季売とは本質的に異ならず，両

　者の区別は頗る困難であるthただ重要な相異は、質入が享保以後法定期限ほoヵ年）

　を附されたのにk・S　L，年季売には期限の法定がなかった点にあるn両者こも而戻に

　よって田畑が地主の所有；こ復帰するので，旧畑永代売買禁IL令に抵触せず，　Lたが

　って両者は並び行なわれたが，特に年季売は法定期限がないので，右の禁制を回避

　する手段として，盛んに利用されたようである。（『前掲辞典』下巻1521－2頁

（5）　「質流二相渡シ申」という文言は，質入・年季売（本物返）にも慣用されているe

　したがって証文の端書のみでなく，内容から質流と質入・年季売とを区分しなけれ

　ばならないeまた田畑永代売買禁止令を回避する意図の下に、証文面を質流の加く

　にして，実際には永代売の場合もある．

（6）その他『地方几例録』，『前掲辞典』｝港224頁参照

（7）　なカ、し旧之事：

　右・・辰御年貢二指詰リ中二付，前方書入田．所ハ五反長二r耐：田四畝余之処、借丁壱

　両壱分銀六トr一永z其方へなかし申所実正也．自然御国替又ハ何様之儀出来レ】・共，此

　旧二おいて少も違乱申問敷レト，来巳之暮二其方高へ御入可被成Ll・，為後日証文ク5111抑［

　伴

　　（1724）

　　享保九年

辰之極月什三日

五符田善右衛門殿

（裏書）

表書之通相違無之va以上

H置江付売主　伊　兵　衛　⑩

同村きも入　　弥　　　・ド　⑳

u‘i屋　孫　三　郎　⑩
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（8×9）（lll拙稿「近itll後期における農村工業の展開過程」（『前掲論集』1－1），「商品

　生産の展開と農民階層分化の概観」（『同上』Y－1）

L1　1）周知の如く頼母幽］二講は，鎌倉時代非営利的の互助的融通組合として出発した吟

　すなわち成員中の困窮者に，一団の人々が集って少しつつ金穀を酸出し，これを融

　通して相互に救済する方法であった。それが室町時代に入ると担保付，利息付とな

　i）、無尽講と実質上の区」711cmし難くなったe

　　講の組織は親（親方）と称する発起人（1人又は数人）があって，これが数人ないし

　十数人の仲間を募集して一つの組合を組織し，組合規約を作製する・毎年2～3回

　定期的ic会合し，毎会一定の金銭（懸銭）又は其の他の財物を酸出し，これに対し

　入札（又は抽簸）によって落札者を定めるn一度落札して「取足」（借受ける金銭又

　，則初を受けた者は，その後は自己の懸銭を出す義務ノ、みを負担し，他の者はその

　後！）講会で何時でも入札を行なう権利を保留した．前者は「既取分之懸銭」の支払

　義務を担保するため質物を差入れ，既取分之懸銭ic取足の利息を付けて支払うので

　5るe講中の全員が悉く取足をとった時、その講は終結し満講となるのである．

　（『前掲辞典』上巻494～5頁参照）

（1’1　ノミ保2年から同4年にかけて，下佐波村では，脇百姓層が結束し，村政改革を要

　求する村方騒動がおこっている。頭分筆蜘臨措木五兵衛は，その攻撃の第一目標

　二され，庄屋退役1なっている。この青木家は，すでに先fk源兵衛の文政期頃よt）

　没落傾向をたどっており，戊ミ保元年には「身上方切替二而小高二」なっている（拙稿

　r前渇論文」『前掲論集』fi　－1）n居宅までも含む，竹内義左衛門砲のこの高切入

　証文もその一環と人なされるth

鳴　「弼也臼　4T［H：ilおいては、本来の地i「・を定地．1二又は本地1：二称したのに対

　L、ff、寺の供養法会、神社の修築等のため特1こ加徴するを加地f：一と称した。徳川時

　代、二至りては、・1・作料の代名詞として用いられるに至った．「加地子米」は小作料

　，っ！引」名e　　（『｜司．ヒ舌f－i）i！．』　．f’：を236r〔）

（111　『膨揚論集』、－3

k1コ　ト古1邦男『前掲書』

Clli）中付哲『前掲；彗』第七「；亙第二節


